
環廃対発第 1509302 号 

 環境研究総合推進費補助金交付要綱を次のように定め、平成２７年１０月１日から適

用する。 

 なお、平成２７年度以前に交付された国庫補助金の取扱いについては、従前の例によ

るものとする。 

平成２７年９月３０日 

環境大臣 望月 義夫 

環境研究総合推進費補助金交付要綱 

（通則）   

第１条 環境研究総合推進費補助金（以下「補助金」という。）については、予算の範

囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）（以下「法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）（以下「令」という。）の

定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 （目的）   

第２条 補助金は、廃棄物の処理等に係る科学技術に関する研究及び廃棄物に係る諸問

題の解決に資する循環型社会形成推進技術の技術開発を促進し、もって廃棄物の安全

かつ適正な処理、循環型社会の形成の推進等に関する行政施策の推進及び技術水準の

向上を図り、持続可能な社会構築のための環境保全に資することを目的とする。  

 （定義）   

第３条 この要綱において「循環型社会形成推進研究事業」（以下「研究事業」という。）

とは、研究者が行う次に掲げる分野の研究の事業をいう。 

一 廃棄物適正処理研究   

イ 廃棄物の適正で安全な処理方法に関する研究   

ロ 廃棄物の不法投棄の防止及び原状回復に関する研究   

ハ 有害廃棄物、感染性廃棄物、その他処理困難な廃棄物の処理に関する研究 

ニ し尿及び浄化槽の高度処理・維持管理に関する研究   

二 循環型社会構築技術研究 

イ 循環型社会構築のためのシステム、評価、費用負担のあり方並びに推進方法に

関する研究   

ロ 廃棄物の排出抑制及び再生利用に関する研究   

ハ 廃棄物最終処分場の延命化または再生化に関する研究 



  ニ 浄化槽汚泥の再生利用に関する研究                     

２ この要綱において「次世代循環型社会形成推進技術基盤整備事業」（以下「次世代

事業」という。）とは、研究者が行う次に掲げる分野で実現可能性、汎用性及び経済

効率性が見込まれる技術を開発する事業をいう。 

 一 廃棄物適正処理技術 

  イ 廃棄物処理施設関連技術（ばいじん、焼却灰等の適正処理技術を含む。） 

  ロ 最終処分場関連技術（最終処分場の循環再生・修復技術を含む。） 

  ハ 廃棄物不適正処理監視・修復技術等 

 二 廃棄物リサイクル技術 

   生ごみ等有機性廃棄物、容器包装廃棄物、廃家電、廃自動車、建設系廃棄物等の

リサイクル技術（原材料化技術を含む。） 

 三 循環型設計・生産技術 

   リデュース・リユース・リサイクルに係る循環利用設計・建設・生産技術 

３ この要綱において「研究者」とは、次に掲げる研究者をいう。    

  一  研究事業において、国内の研究機関等（以下「研究機関等」という）に所属する

研究者 

  イ 国又は地方公共団体の研究機関                         

  ロ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学、高等専門学校又はその

附属研究機関                         

  ハ 民間企業（日本の法人格を有するもの）の研究機関       

  ニ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独

立行政法人（研究に関する業務を行うものに限る。）                             

  ホ 法律により直接設立された法人（研究に関する業務を行うものに限る。）     

  ヘ その他の団体（日本の法人格を有するもので、研究に関する業務を行うものに

限る。）                              

 二 次世代事業において、次に掲げる者で技術開発を実施する者                      

イ 民間企業（日本の法人格を有するもの）   

  ロ 地方公共団体    

  ハ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学、高等専門学校          

  ニ 独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独

立行政法人  

  ホ 法律により直接設立された法人         

  ヘ その他の団体（日本の法人格を有するもの） 

                                         

 （交付対象）                                               

第４条 補助金は、研究事業及び次世代事業（以下「研究事業等」という。）を交付の

対象とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金は、他の法令及び予算に基づく補助金等（法第２

条第１項に規定する補助金等をいう。）の交付を受けて行われる研究等の事業又は既

に行われた研究等の事業と重複反復する研究事業等については、交付の対象としない。                  



 

 （事業の期間）  

第５条 補助金の交付の対象となる研究事業等の期間は、３年以内とする。  

  

 （補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次のと

おりとする。 

 一 直接経費（次に掲げる経費で研究に直接必要なものに限る。）                

  イ 物品費（設備備品費及び消耗品費）                  

  ロ 人件費・謝金        

  ハ 旅費（学術的な調査及び研究に必要となる会議への出席、情報収集又は研究成

果の発表を行う場合に限る。外国旅費にあっては、１行程につき２週間以内の海

外渡航に必要な旅費及び海外で必要となる経費に限る。） 

  ニ その他（外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、光熱水料、その他諸経費）   

ただし、外注費とは、他人に委託して 行うための経費のうち、一般管理費や諸経   

費等の間接経費相当額が含まれない場合の経費をいう。 

 二 委託費（研究に直接必要な調査分析、文献収集、翻訳等を他人に委託して行うた

めの経費のうち一般管理費や諸経費等の間接経費相当額が含まれる場合の経費をい

う。）    

 三 間接経費（研究事業の実施に伴う研究機関等（国の研究機関を除く。）の管理等

に必要な経費として当該研究機関等が使用する経費であって、環境大臣が認めるも

のをいう。）          

                                                            

 （補助対象経費の下限）                                    

第７条 研究事業に係る補助対象経費の額が、３００万円に満たない場合には、補助金

の交付の対象とはしない。                               

２ 次世代事業に係る補助対象経費の額が、５００万円に満たない場合には、補助金の

交付の対象とはしない。     

                                                         

 （交付額の算定方法）                                       

第８条 研究事業に係る補助金の交付額は、環境大臣が認める額（以下「交付基準額」

という。）と補助対象経費に係る実支出額（その額が、研究事業に関し、寄付金その

他の収入があった場合において、当該事業に要した費用の総額から当該収入を控除し

た額を超えるときは、当該控除した額）とを比較していずれか少ない方の額とする。

ただし、補助金の交付額は、１億円を超えないものとする。          

２ 次世代事業に係る補助金の交付額は、交付基準額 と補助対象経費に係る実支出額

（その額が、事業に関し、寄付金その他の収入額があった場合において、当該事業に要

した費用から当該収入を控除した額を超えるときは、当該控除した額）とを比較してい

ずれか少ない方の額(以下｢国庫補助基本額」という。）に、２分の１を乗じて得た額と

する。ただし、補助金の交付額は、２億円を超えないものとする。 



３ 前条第１項及び第２項の規定により算定した補助金の交付額に１，０００円未満の 

端数がある場合は、これを切り捨てた金額とする。           

４ 第６条第１項第二号に掲げる委託費の額は、直接経費の額に７分の３を乗じて得た

額を超えないものとする。ただし、環境大臣が特に必要があると認める場合には、当

該得た額を超え、直接経費と委託費の合計額に２分の１を乗じて得た額を超えない範

囲で環境大臣が定める額とする。                     

５ 第６条第１項第三号に掲げる間接経費の額は、直接経費に１０分の３を乗じて得た

額を上限とする。   

                                                            

 （公募）                                                   

第９条 毎年度の研究事業等は、公募するものとし、環境大臣は、当該事業課題及び実

施計画書の提出期間を定め、別途、公表するものとする。   

                                                                   

 （計画書の提出）                                       

第１０条 補助金の交付を受けて研究事業又は次世代事業を行おうとする場合は、別紙

様式第１－１又は別紙様式第１－２による研究計画書又は実施計画書を、環境大臣が

定める日までに、環境大臣に提出しなければならない。   

２ 前項の規定による提出をすることができる者は、研究代表者とし、研究代表者の所

属する機関等の長は当該研究者が補助事業を実施することを承諾する書類を別紙様式

第３により作成のうえ添付しなければならない。 

                                                             

 （翌年度への継続手続）                                       

第１１条 研究事業又は次世代事業を実施している研究代表者が、当該研究事業のうち

補助金の交付を受けた年度における事業を完了し、翌年度（当該研究事業の当初の計

画期間内である場合に限る。）において引き続き当該研究事業を実施しようとすると

きは、別紙様式第１－３又は別紙様式第１－４による研究計画書又は実施計画書を、

環境大臣が定める日までに、提出しなければならない。 

２ 前項の規定により計画書を提出するときは、研究代表者の所属する機関等の長は当

該研究者が補助事業を実施することを承諾する書類を別紙様式第３により作成のうえ

添付しなければならない。 

                                                 

 （補助事業の決定）                                         

第１２条 環境大臣は、前２条の規定により提出のあった研究計画書を評価し、これら

を提出した者のうちから当該年度の補助金の交付の対象となるべき者を決定するもの

とする。 

２ 評価に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 （交付基準額の通知）                                       

第１３条 環境大臣は、前条の規定により当該年度の補助金の交付の対象となるべき者

を決定したときは、速やかに、当該補助事業についての交付基準額を、その者に通知



するものとする。       

 

 （交付の申請） 

第１４条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときに

は、別紙様式第２－１又は別紙様式第２－２による交付申請書に環境大臣が必要と認

める書類を添付して、環境大臣が定める日までに環境大臣に申請しなければならない。 

２  第１項に定めるもののほか、研究事業に係る同項の交付申請書には、研究者の所属

する機関等の長が当該研究者が補助事業を実施することを承諾する書類を別紙様式第

３により作成のうえ添付しなければならない。                                       

３ 第１項に規定する場合において、当該申請が次世代事業に係る補助金の交付の申請

であるときは、当該補助事業における仕入に係る消費税等相当額（補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税のうち、消費税法に規定する仕入に係る消費税額として

控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金

額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。以下「消費税等相当額」

という。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけ

ればならない。 

ただし、以下の研究機関に所属する研究代表者にあっては、この限りではない。 

 一 消費税法第５条の規定により納税義務者とならない者                            

二  消費税法第９条第１項の規定により消費税を納める義務が免除される者 

 三 消費税法第３７条第１項の規定により中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除

の特例が適用される者 

 四 消費税法第６０条第４項の規定により国、地方公共団体等に対する仕入れに係る

消費税額の控除の特例が適用される者 

 五 消費税法第６０条第６項の規定により国、地方公共団体の一般会計に係る業務の

仕入れに係る消費税額の控除の特例が適用される者 

 六 上記一から五以外の者であって、特段の理由により、消費税仕入れ控除税額の報

告及び返還をする者。                           

                                                             

 （交付の決定）                                             

第１５条 環境大臣は、前条第１項の規定による申請があった場合には、その内容を審

査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をし、その者に

通知するものとする。   

２ 環境大臣は、前条第３項本文の規定により当該補助金に係る消費税等相当額につい

て減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたとき

は、当該消費税等相当額を減額して前項の規定による交付の決定を行うものとする。  

３ 前２項の決定は、前条の規定による申請があった日から起算して２月以内に行うも

のとする。                               

                                                             

 （交付の条件）                                             

第１６条 環境大臣は、補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。  



 一 第１４条第１項の申請の内容のうち次に掲げる事項を変更しようとするときは、

別紙様式第４－１又は別紙様式第４－２による変更申請書により環境大臣に申請

し、あらかじめ、その承認を受けなければならないこと。              

  イ 研究事業又は次世代事業に要する第６条第１項各号に掲げる経費の額（第６条

第１項第一号に掲げる経費の増減額が変更前の当該経費の額に１０分の２を乗じ

て得た額を超えない場合を除く。）  

  ロ 研究事業の研究計画書の記載内容（軽微な変更を除く。）  

 二 研究事業又は次世代事業を中止し、又は廃止しようとするときは、別紙様式第５

－１又は別紙様式第５－２による中止廃止申請書により環境大臣に申請し、あらか

じめ、その承認を受けなければならないこと。 

 三 研究事業又は次世代事業が期間内に完了しないとき又はこれら事業の遂行が困    

難になったときは、速やかに環境大臣に報告し、その指示を受けること。        

 

（補助金により取得した財産の適正管理） 

第１７条 研究事業又は次世代事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取

得財産等」という。）については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって適正に維持管理し、その効率的運営を図らなければならないこと。 

 

（財産処分の制限） 

第１８条 取得財産等のうち、令第１３条第４号の規定により、大臣が定める機械及び

重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び重要な器具と

する。 

２ 処分を制限された取得財産等については、令第１４条第１項第２号の規定により環

境大臣が別に定める期間を経過するまで、環境大臣の承認を受けないで補助金の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄しては

ならないこと。 

３ 第２項の規定により環境大臣の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入

のあった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがあること。 

４ 補助事業者は、処分を制限された取得財産等を補助事業の遂行に支障のない範囲で

一時的に（当該年度を超えない範囲で）他の研究開発に使用する（以下、「一時使用」

という。）場合は、次の各号に掲げる条件を満たし、かつ、設備等一時使用報告書（別

紙様式６）を環境大臣に提出することで、第２項の環境大臣の承認を受けたものとし

て取り扱うことができる。 

 一 補助事業者以外の者が処分を制限された取得財産等を利用する場合には、当該使

用予定者との間で一時使用に係る管理協定を締結し、破損した場合の修繕費や光熱水

料等の使用に関する経費負担を明らかにしておくこと。 

 二 貸付けを行う場合は原則無償貸付とすること。ただし、実費相当額をもって貸付

額とすることは差し支えない。 

    

（補助金の国庫納付） 



第１９条 研究事業又は次世代事業の成果によって相当の収益を得たと認められる場合

には、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付させることがあ

ること。 

 

（研究事業及び次世代事業の交付の条件） 

第２０条 環境大臣は、前４条に定めるもののほか、研究事業に係る補助金の交付の決

定には、次の条件を付するものとする。             

 一 研究者が、災害、病気その他のやむを得ない理由で引き続き３月以上研究に従事

できなくなる場合には、別紙様式第７による休止申請書により環境大臣に申請し、

あらかじめ、その承認を受けなければならないこと。             

 二 研究者の所属する研究機関等に変更（新たに研究機関等に所属することとなる場

合を含む。）があった場合には、第１４条第２項の承諾書を添付して、その変更の

あった日から１０日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならないこと。     

 三 研究事業の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利の

全部若しくは一部を譲渡する場合には、譲渡の相手方から相当の対価の支払を受け

ることを契約等において定めた上で行わなければならないこと。                   

 四 第６条第１項第三号に掲げる間接経費は、研究者の所属する研究機関等に納付し

なければならないこと。                 

 五 第６条第１項に掲げる補助対象経費は、それぞれ交付を受けた額を超え、変更す

ることはできない。 

 六 第１４条第３項第六号に該当する研究代表者は、当該補助事業の消費税等相当額

について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は変換を行う

こと。             

２ 環境大臣は、前４条に定めるもののほか、次世代事業に係る補助金の交付の決定（前 

１６条第２項の規定による場合を除く。）には、次の条件を付するものとする。  

 一 当該補助事業の成果に係る特許権等の知的財産権又は当該知的財産権を受ける権

利の全部若しくは一部を譲渡する場合には、譲渡の相手方から相当の対価の支払を

受けることを契約等において定めた上で行わなければならないこと。   

 二 第６条第１項第三号に掲げる間接経費は、研究者の所属する研究機関等に納付し

なければならないこと。 

三 第１４条第３項第六号に該当する研究代表者は、当該補助事業に係る消費税等相当

額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において精算減額又は返還を行

うこと。 

                                                             

 （交付の申請の取下げ）                                     

第２１条 第１５条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、その決定の内容又は前条の規定によりこれに付された条件に不服があ

り、交付の申請を取り下げようとするときは、その交付の決定の日から起算して１５

日以内にその旨を書面で環境大臣に申し出なければならない。     

                                                             



 （交付の決定の取消し）                                     

第２２条 環境大臣は、補助事業者、若しくは補助事業者から研究費の一部を分担及び

委託を受けた者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容若しく

はこれに付された条件その他この要綱に定めるところに違反したときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。                   

２ 環境大臣は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、違反を行

った日に研究代表者が所属していた研究機関に対し、その旨及び理由を書面により通

知するものとする。   

３ 前項の場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されている

ときは、環境大臣は、期限を定めて、その補助金の返還を命ずるものとする。     

          

 （補助金の経理）                                           

第２３条 研究事業に係る補助金は、原則として補助事業者が開設する銀行口座に入金

する。この口座は補助事業終了後すみやかに閉鎖するものとする。また次世代事業に

係る補助金は、補助事業者の属する機関の口座に入金する。                      

２ 補助事業者は、補助事業に係る経理について、他の経理と区分して収入及び支出の

状況を記載した会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿並びに収

入及び支出の証拠書類を整理し、当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保存しておかなければならない。                             

３ 補助事業者は、前項に係る経理の事務及び補助金の管理については、補助事業者の

属する機関等において行わなければならない。 

４ 環境大臣は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、前項の会計帳簿又

は証拠書類の提出を求めることができる。 

５ 補助事業者は、第１０条および第１１条による計画書、第１４条による交付申請書、

第１６条による変更申請書、第２５条および第２６条による実績報告書、第２８条に

よる請求書、第２９条による補助金の仕入れに係る消費税等相当額の報告書を提出す

るにあたり、予め補助事業者の所属する研究機関の長の承認を受け、環境大臣へ報告

しなくてはならない。      

                                                             

 （状況報告）                                               

第２４条 環境大臣は、必要があると認める場合には、補助事業者に対し、補助事業の

進捗状況の報告を求めることができる。 

                                                             

 （研究事業の実績報告）                                     

第２５条 補助事業者は、当該年度における研究事業が完了したときは速やかに別紙様

式８－１による事業完了届を環境大臣に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、当該年度における研究事業を完了した日（第１６条第１項第二号の

規定により承認を受けた場合には、当該承認のあった日）から起算して 61 日以内又は

補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで（概

算払の場合は当該年度における研究事業を完了した日（第 16 条第１項第二号の規定に



より承認を受けた場合には、当該承認のあった日）から起算して 61 日以内）に、別紙

様式第９－１による実績報告書及び別紙様式第10による研究報告書を環境大臣に提出

しなければならない。       

３ 研究事業の期間が１年を超える場合において、全体の期間に係る研究事業の全部を

完了したときは、前項の実績報告書とあわせて、別紙様式第 11 による総合研究報告書

を提出しなければならない。 

４ 補助事業者は、消費税等相当額を減額して交付の申請を行った場合においては、実

績報告書を提出するに当たっても、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。                                                       

                                                             

 （次世代事業の実績報告）                                     

第２６条 補助事業者は、当該年度における次世代事業が完了したときは速やかに別紙

様式８－２による事業完了届を環境大臣に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、当該年度における次世代事業を完了した日（第１６条第１項第二号

の規定により承認を受けた場合には、当該承認のあった日）から起算して 61 日以内又

は補助金の交付の決定に係る会計年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで

（当該年度における次世代事業を完了した日（第 16 条第１項第二号の規定により承認

を受けた場合には、当該常人の会った日）から起算して６１日以内）に、別紙様式第

９－２による実績報告書及び別紙様式第12による技術開発報告書を環境大臣に提出し

なければならない。                  

３ 次世代事業の期間が１年を超える場合において、全体の期間に係る次世代事業の全

部を完了したときは、前項の実績報告書とあわせて、別紙様式第 13 による総合技術開

発報告書を提出しなければならない。 

４ 補助事業者は、消費税等相当額を減額して交付の申請を行った場合においては、実

績報告書を提出するに当たっても、これを補助金額から減額して報告しなければなら

ない。         

                                                             

 （補助金の額の確定）                                       

第２７条 環境大臣は、前２条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、

その内容の審査及び現地調査等を行い、当該補助事業の実施結果が補助金の交付の決

定の内容（第１６条第１項第一号の規定による承認をした場合には、当該承認の内容）

及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補

助事業者に通知するものとする。             

２ 環境大臣は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、補助事

業に要した経費を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の

返還を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、納入告知された日から２０日以内とする。 

４ 環境大臣は、前項の返還期限内に補助金に相当する額の納付がない場合には、未納

に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。       



  

 （補助金の支払） 

第２８条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うも

のとする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることがで

きる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、別紙様式

第 14 による請求書を大臣に提出しなければならない。 

                                                            

 （消費税等相当額の確定に伴う補助金の返還）                   

第２９条 第１４条第３項第六号にあたる補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及

び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が

確定した場合は、別紙様式第９－３により速やかに環境大臣に報告しなければならな

い。なお、環境大臣は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額の返還を命ずるものとする。 

２ 前項の納付については、第２７条第３項及び第４項の規定を準用する。 

                                                             

 （研究報告書等の公表）                                     

第３０条 環境大臣は、毎年度、第２５条第２項の研究報告書、同条第３項の総合研究

報告書及び第２６条第２項の技術開発報告書、同条第３項の総合技術開発報告書の全

部又は一部を環境省ホームページその他の方法により公表するものとする 

                                                             

 （刊行等）                                                 

第３１条 補助事業者は、補助事業の結果又はその経過の全部若しくは一部を刊行し、

又は雑誌等に掲載する場合には、補助金の交付を受けて行う当該補助事業の成果であ

る旨を明らかにしなければならない。                                               

２ 補助事業者は、補助事業を完了した日の属する会計年度の終了後５年以内にその結

果又は経過の全部若しくは一部を刊行した場合には、その刊行物を添えて、その刊行

の日から起算して１０日以内に、その旨を環境大臣に届け出なければならない。         

                                                             

 （事業化の報告） 

第３２条 次世代事業の補助事業者は、補助事業が完了した日の属する会計年度以降５

年間、毎会計年度終了後２０日以内に、当該補助事業に係る事業化の状況について、

事業化状況報告書を環境大臣に提出しなければならない。 

 

 （収益納付） 

第３３条 環境大臣は、前条の報告書により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の

事業化、工業所有権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の

他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌年

度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相

当する金額の納付を命ずることができる。 



２ 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額

を上限とする。 

３ 収益納付すべき期間は、補助事業が完了した日の属する会計年度以降５年間とする。 

 

 （知的財産権の届出）                                       

第３４条 補助事業者は、補助事業者又は第２０条第１項第三号に規定する知的財産権

を受ける権利の譲渡を受けた者が当該研究事業又は次世代事業で得られた成果に関し

て特許権等の知的財産権を得た場合には、特許公報その他の当該知的財産権の設定を

公示した文書の写しを添えて、その設定の日から起算して１０日以内に、その旨を環

境大臣に届け出なければならない。                         

 

 （その他）                                                 

第３５条 その他補助金に関し必要な事項は、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策

部長が別に定める。                                                       

 


